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１．はじめに （沖縄振興策の体系と沖縄公庫の役割）

沖縄の優位性を生かした民間主導の自立型経済の発展のために

沖 縄 公 庫 の 役 割

「沖縄振興特別措置法」
〈同法の一部を改正する法律平成24年4月1日施行〉

「沖縄振興基本方針」
〈平成24年5月11日内閣総理大臣決定〉

「沖縄21世紀ビジョン基本計画」

（沖縄振興計画 平成24年度～平成33年度）

〈平成24年5月15日沖縄県知事策定〉

国や県の沖縄振興策に沿った

政策金融機能の発揮
セーフティネット機能の発揮

～ 国及び県の沖縄振興策と一体となった政策金融の一層の役割発揮に努める ～

沖 縄 振 興 策 の 体 系
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２．事業計画、資金計画の概要

区 分
平成26年度

予算額 （Ａ）

平成27年度

予算額 （Ｂ）

増減額
Ｂ－Ａ

増減率
（Ｂ－Ａ）/Ａ

１．事業計画

貸 付 １，４２０ １，４２０ － －

産業開発資金 ５１０ ５１０ － －

中小企業等資金 ６８０ ６８０ － －

住宅資金 ９０ ９０ － －

農林漁業資金 ５０ ５０ － －

医療資金 ４０ ４０ － －

生活衛生資金 ５０ ５０ － －

企業等に対する出資 1５ １７ ２ １３．３

新事業創出促進出資 ３ ３ － －

合 計 １，４３８ １，４４０ ２ １３．３

２．資金計画

貸付金・出資金 １，２０２ １，１７２ ▲ ３０ ▲ ２．５

＜財源＞

財政投融資 ８５０ ７０７ ▲１４３ ▲１６．８

うち財政融資資金借入金 ８２５ ６８０ ▲１４５ ▲１７．６

うち産業投資出資金 ２５ ２７ ２ ８．０

自己資金等 ３５２ ４６５ １１３ ３２．１

うち財投機関債 １００ １００ －

（単位：億円、％）



～世界水準の観光リゾート地の形成を推進～

従来の大型施設整備事業者に対する資金供給に加え、

産業の量的拡大・高付加価値化に取り組む中小・小

規模事業者へ支援を拡大

■ 世界水準の観光リゾート地の形成を推進することを目的に、沖縄の歴史・自然・文化等の地域資源を活
用した、高付加価値型観光の戦略的な展開等を行う観光関連事業者を支援する。

■ 観光関連事業の幅広い資金ニーズに対応することで、沖縄のリーディング産業である観光リゾート産業の振
興を図り、沖縄振興の基本方向である「民間主導の自立型経済の発展」を大きく前進させる。

貸付対象 ： 観光・国際交流に寄与する施設の整備を行うもの

対象資金 ： 産業開発資金、中小企業資金

資金使途 ： 中核的設備（拠点関連長期滞在型宿泊施設等）、

その他関連施設

貸付対象 ： 観光リゾート産業の振興に寄与する事業を行うもの

対象資金 ： 産業開発資金、中小企業資金、生業資金

資金使途 ：

⑴ 各種ツーリズムの推進、多様な滞在ニーズへの対応、安全・安心・快適な
旅行環境の整備を目的とした次に掲げる事業に必要な資金

① 観光拠点施設関連事業(テーマパーク、植物園等)
② 地域資源活用型観光関連事業(伝統工芸体験、ウェディング施設等)
③ 宿泊関連事業
④ 交通関連事業
⑤ 旅行 サービス関連事業
⑥ 情報通信関連事業
⑦ 飲食・小売事業

⑵ 「沖縄県国際観光イノベーション特区」の区域計画において特定事業と
して位置付けられた事業に必要な資金

（新制度）沖縄観光リゾート産業振興貸付観光リゾート産業支援にかかる融資制度を再構築

３．融資制度の創設・拡充等

（現行制度） 沖縄観光・国際交流拠点整備貸付

（１）新制度の創設

① 「沖縄観光リゾート産業振興貸付」（産業開発、中小企業、生業資金）
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② 「沖縄特区等無担保貸付利率特例制度」
（産業開発資金、中小企業資金）

⇒経済特別区域内等において、企業立地等を図る事業者
を支援するため、無担保貸付利率の特例制度を設けた

（2） 既存制度の拡充等

① 「沖縄自立型経済発展貸付」（産業開発資金）

⇒成長を目指す企業における経営課題の解決を支援するた
め、融資対象を拡充した

② 「沖縄雇用・経営基盤強化資金貸付」（生業資金）

⇒沖縄県が定める経営強化指導を受けている事業者を支援
するため、従業員要件等の拡充及び取扱期間を１年延長
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③ 「教育離島利率特例制度」（教育資金）

⇒離島における教育環境の整備および人材育成の支援する

ため、利率特例適用額を拡充した

④ 「おきなわブランド振興資金」(農林漁業資金）

⇒農林水産物の競争力強化のため、必要な費用の支出を
融資対象とした

（３） その他

⇒株式会社日本政策金融公庫等が行う制度拡充のうち、

沖縄公庫の業務範囲に対応するものについては同様の

措置を行う


